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学校保健特別対策事業費補助金に係る事業計画書等の提出について（依頼） 

 

 

標記について、文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課及び同省高等教育局私学部私学助成課から別添

のとおり依頼がありましたので、お知らせします。 

つきましては、積極的な申請をご検討いただくとともに、事業計画の申請に当たっては、補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179号）等の法令等、下記事項及び別添通知を遵守の上、

計画調書を作成し、提出してください。 

 

記 

 

１ 募集対象事業 

 ・感染症対策のためのマスク等購入支援事業 

 ・特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 

 ・修学旅行のキャンセル料等支援事業 

  ※「特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業」については、府内での対象校が無いため、参考送

付となります。 

 

２ 補助対象経費の範囲及び補助対象経費の上限額 

 （１）感染症対策のためのマスク等購入支援事業 

  ・学校設置者が学校再開等のために令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの期間に購入した保

健衛生用品等（実施要領における「別表」に示す品目）に係る経費を対象とする。 

  ・補助対象経費の費目は消耗品費等（送料等関連する経費を含む）とし、備品や設置が必要となるもの、

業者等に委託するものは本補助金の対象外とする。 

  ・補助金の額は、補助対象経費（児童生徒数に３４０円を乗じた額を上限とする。）の１／２とする。 

    補助金の額 ＝ 補助対象経費（※上限額 ＝ 児童生徒数の合計 × ３４０円） × １／２  

 

 （２）修学旅行のキャンセル料等支援事業 

  ・修学旅行を中止としたことに伴うキャンセル料や延期したことに伴う手数料など、本来保護者が負担

することとなる経費を学校設置者が負担した追加費用を対象とする。 

  ・対象となる修学旅行の期間は、中止又は延期した修学旅行の出発予定日が、学校の一斉臨時休業期間

中（令和２年３月２日から春季休業の開始日の前日まで）のものとする。 

  ・対象となる修学旅行は、学習指導要領の特別活動に位置づけられており、宿泊を伴うものに限ること

とし、任意参加の研修旅行などの教育課程外の活動は対象外とする。 

  ・補助金の額は、キャンセル料等の補助対象経費総額（参加児童生徒数に１２，０６０円を乗じた額を

上限とする。）とする。 

    補助金の額 ＝ 補助対象経費（※上限額 ＝ 参加児童生徒数の合計 × １２，０６０円） 

 

  ※補助対象経費の詳細については、交付要綱及び実施要領並びに別添の「学校保健特別対策事業費補助

金Ｑ＆Ａ」等をご確認ください。 

 



３ 提出期限及び提出方法 

 （１）申請の有無及び担当者連絡先等 【提出期限：令和２年６月３０日（火）】 

  ・「大阪府インターネット申請・申込サービス」により設置校ごとに回答すること。 

   （HP：https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input?tetudukiId=2020060054） 

 

 （２）提出書類 【提出期限：令和２年７月１５日（水）】 

  ・電子メールにより大阪府教育庁私学課小中高振興グループあてに提出すること。 

   （E-mail：shigakudaigaku-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp） 

   ※電子メールの件名は、「【学校名】学校保健特別対策事業費補助金 事業計画調書等の提出について」

としてください。 

   ※今回の事業計画書の提出にあたっては、紙媒体での提出は不要です。 

 

４ 提出書類 

 （１）共通 

  ① 学校保健特別対策事業費補助金 事業計画書（様式１） 

  ② 学校保健特別対策事業費補助金 事業実施計画書（別添） 

 

 （２）修学旅行のキャンセル料等支援事業 

  ③ 事業実施計画書の記載内容に係る参考資料（任意様式、既存資料可） 

 

５ 留意事項 

 ・提出書類①及び②については、申請校ごとに募集対象事業別の様式（Excelファイル）を用いて作成し、

募集対象事業によって、ファイル名を「学校番号_学校名_マスク（又は修学旅行）」としてください。 

  ※学校番号については、別添の「学校番号一覧」をご参照ください。 

 ・文部科学省からの依頼文、様式は、大阪府ホームページに掲載しています。 

  （HP：http://www.pref.osaka.lg.jp/shigaku/syoutyuukou/sinseiyousiki.html） 

 ・本補助金に係る質問事項については、別添の「質問票」（Excelファイル）に記載の上、下記担当者まで

お送りください。なお、回答にはお時間を要する場合がございますので、ご了承ください。 

 

 

 

 大阪府教育庁私学課 

小中高振興グループ 藤原、井上、石上 

電話 06-6941-0351（内線 4852） 

E-mail：shigakudaigaku-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp 
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